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会計上の備忘勘定と対照勘定

久 野 光 朗
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§1備 忘勘定設定 の 目的 と意義

会計の根源 的な職能が勘定 記録を通 じて現存す る財産の管 理を行 な うこ と

で あ るのは周知 の事実であ る。そ の特殊 な場合 として,た とえば,こ こに 正

親 の簿記の原則 を採 用 した償却済みの固定 資産 があ り,そ れが依然 と して使

用能力を 有 し,し たが って 若 干の価値 を持 って い る場合,会 計管 理 の必要
く　　

上,そ れ を 除却 す るま で 名 目的 な 金 額で 帳 簿 記 録 に 残 して お くことが あ る。

そ の 名 目的 金 額 数値 は,も ち ろ ん,財 産 の 価 値 を示 す 貨 幣 的価 値 と して は

・ほ とん ど 意 味 が な く,当 該 財 産 を 具 体 的 な 勘 定 に よっ て 表現 す る 手 段 に す

ぎ ない 。 した が っ て,そ れ は 会計 管 理 とい う 目的か ら 設 定 され る 備 忘 価 額

くmemorandumvalue)と 考 え られ る。 か か る備 忘 記 録 の金 額 には1円 とか

1,000円 とい った 名 目的 な 小 額 の ラ ウ ン ド ・ナ ンバ ーを 用 い るのが 一般 で あ

り,そ れ をわ が 国で は ドイ ツの1マ ル ク勘 定 に な らって1円 勘 定 と称 してい

る 。 卜

(1)取 引度数 の少ない大 きな物的財産については,必 ず しも貨幣数値による管理を

必要とせず,固 定資産台帳などを通 じて数量数値による管理 も可能である。たと

えば,沼 田嘉穂,「 簿記論攻」(中 央経済社,1961),P・12を 参照。
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次 に,備 忘 記録 を必 要 とす る も う1つ 別 の場 合 を 考 え てみ よ う。 会 計 記 録

の対 象 とな る簿 記 上 の取 引 は,日 常 一 般 に い わ れ て い る取 引概 念 と異 な り,

一 部 の振 替取 引(transfertransaction)を 別 に すれ ぽ ,実 際 に 財 産 お よび'

資 本 に変 動 を与 え る取 引,す な わ ち実 取 引(ac七ualtransaction)に 限定 す

る とい うのが 慣 行 で あ るが,今 日で は,ま だ 資 産 お よび 資本 に 変 動 を 生 じな

くて も,将 来 に お い て一 定 の事 実 が 発 生す る場 合 に 備 え て,こ れ を 備 忘 的 に

記 録 して お き,そ うす る ことに よ って経 営 者 を も含 め た多 くの利害 関 係者 へ

有 用 な 資料 を提 供 す る要 請 が高 ま りつ つ あ る。 た とえ ぽ,他 人 の債 務 に 対す

る保証 をす る場 合,保 証 債務 とい う偶 発 債務(contingentliability)を 示す

と同 時 に,保 証 債 務 見返 とい う偶 発 資産(COntingentaSSet)を も示 す こ と

に よ って,か か る準取 引(quasi-transaction)を も仕 訳 して報 告 す る こ とが ・

可 能 に な る。 もち ろ ん,上 の よ うな保 証 債務 に 対す る見返 項 目が 存 在 しな い ・

場 合,仕 訳 の対 象 とは な らな い。 す なわ ち,一 定 期 間 内に 故 障 を生 じた際 は

返 品,代 品提 供,無 料 修 繕 とい った 契 約 付で 商 品 や製 品 の販 売 を す る とか 工
くユ　

事 の 請負を した 場合,ま た係争中の 事件に おけ る偶発債務 の 場合 な どで あ、

る。

備忘勘定(memoranduma/c,Erinnerungskonto)と は,上 に述べ た1'

円勘定,そ して保証債務 見返 と保証債務 とい う一対の対照勘定 のごと く,備

忘 的会計 記録を表わす勘定 をい うのであ り,い っさいの資産 お よび資本を勘

定記録に よって把握す るとい う会計管 理上の要請 に由来す る技 術的勘定で あ

る。換言すれば,備 忘勘定は,現 在の利害 関係者 を して将来の予測 に役立つ

よ う有用 な資料 を提供す るための技術的勘定で あ り,企 業会計原則で い う明,

瞭性 の原則,な か んず く貨借対照表完全性の原則 を有意義にす る もの と考え

られ る。

なお,こ こで1つ 注 目すべ き ことは,留 保利益 の引当金,す なわち積立金

(1)し か し,一 定の修理費推定額を当該期間に計上するとすれば,保 証修理引当金

とい う負債性引当金を相手勘定に して仕訳をすれば よい。
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でり

に 関 して,次 の よ うな見解 が あ る とい うこ とで あ る。

留保利益の引き当ては会計に重要な影響を及ぼす ものではない。 それは資金の使途 を

なん ら制約するものではな く,し たが って,積 立金を設定 したといっても,企 業がその

積み立てを必要 とした不測の事件に備え る資金を保有 しているとい うことには必ず しも

ならないのである。 積立金は,配 当目的に充当 しうる留保利益 を一時的に減少 したこと

を示す一種 の覚え書 き(amemorandum)に すぎなし・。…… したがって,積 立金は,契

約上 もしくは法律上の理 由に よって要求され る場合をのぞけば,ま った く不要である。

最近では貨借対照表上における積立金の数はいち じるしく減少 している。

か か る観 点 か らす れ ば,利 益 性 引 当金,す なわ ち積 立 金 な る ものは,資 本

金 に 対 す る付 加 的評 価 勘 定 で あ る と同時 に,一 種 の備 忘 勘定 で あ る とい え る

の で は なか ろ うか 。

さて,備 忘 勘 定 は,い わ ゆ る1円 勘 定 の よ うに 対照 表 示 に よ ら ない もの

と,保 証 債 務 勘 定 と保証 債 務 見返 勘定 の よ うに対 照 表 示 に よる もの とに 大 別

で き るので,前 者 を 一一方 的備 忘 勘 定 と称 し,後 者 を対 照 的 備 忘勘 定 と称 して

区別 す る こ とが望 ま しい よ うに 思 わ れ る。対 照 的 備 忘 勘 定 は,備 忘勘 定 で あ

る と同時 に 対 照勘 定 と も称 され て い る もので あ るが,次 に 項 を 改 め て代 表 的

な事 例 を挙 げ て み る こ とに しよ う。 な お,先 に ち よっ と触 れ た が,積 立 金 を

も一 種 の備 忘勘 定 と考 え るな らぽ,そ れ は,当 該 勘 定 に 見 合 う特 定 資産 が 設

定 され て い る場 合は もちろ ん,設 定 され て い な くて も,資 本金 に 対 す る付 加

くの

的評価勘定であ るとい う点か ら,対 照的備忘勘定 と考 え られ るで あろ う。

§2対 照的備忘勘定の例示

(1)他 人 の債務に対す る保証 の場 合

当座預金におけ る借 越契 約の保証,他 人の借入金 や社債 の元利金に対す る

保証 を した場 合,下 記の ような仕訳を行 ない,保 証債務 なる偶 発債務が 消滅

(1)J. }N.Myer,FinαncialstatementAna!ysis(NewYork,Prentice-Hall,

Inc.,1952,)P.56,西 野 ・海 藤 共 訳,rJ.Nマ イ ヤ ー 財 務 諸 表 分 析 」(中 央 経

済 社,1957),p・63を 参 照 。

{2)本 稿,§3対 照 勘 定 の 概 念 規 定 に 関 す る 再 検 討 を 参 照 。
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く　ラ

す る 時 に 逆 仕 訳 を す れ ば よい 。

(借 方)保 証 債 務 見 返(Borrower'sLiabilitiesonGuaranties)

(貸 方)保 証 債 務(Liabili七iesonGuaranties)

(2)受 取 手 形 の譲 渡 と為 替手 形 の振 り出 しの場 合

受 取 手形 を商 品 の 仕 入 れ,買 掛 金 の 決 済,あ るい は 銀行 で の割 引に よ っ

て 満 期前 に 他 人へ 裏 書譲 渡す る 場 合,そ の手 形 が 不 渡 りに な った 際 は後 者

(posteriorendorser)か らの償 還 請 求 権(rightofrecourse)に 応 じて 手 形
く　ラ

代金そ の他 の支払いを しなけれぽな らないので,そ の偶 発債務 を表示す るた

め下 記の よ うな仕訳を行 ない,支 払人が満 期 日に 支払 った 旨の通知 を受けた
ぐの

時 に逆 仕 訳 を す れ ば よい 。

(借 方)裏 書 義務 見返(PerContraforContingentLiabilitieson

BillsEndorsed)

(貸 方)裏 書 義 務(ContingentLiabili七iesonBillsEndorsed)

また,受 取 手 形 を満 期前 に 裏 書譲 渡 す る場 合,裏 書手 形 見返 と裏 書 手 形,

あ るい は割 引手 形 見返 と割 引手 形 とい う勘 定 を 使 用 す る こと もあ り,さ らに

また,裏 書手形 勘 定 あ るい は割 引 手 形 勘 定 だ けで 偶 発 債務 を 示 す こ と もあ

る。そ して,こ の 場 合 の裏 書手 形 勘 定 あ るい は割 引手 形 勘 定 に 関 して は,一

般 に 受 取 手 形 勘 定 に対 す る相殺 的 評 価 勘 定 と して の機 能 だ け を 重 視す る傾 向

(1)銀 行 業に おいては,手 形の引 き受 け(acceptance)や 裏書 き(endorsement),

各種 の保証,信 用状(Llc)の 発行 な どに よって生ず る偶 発債務 を表示 す るため

支 払承諾見 返(percontraforacceptancesandguarantees)お よび支払承諾

(acceptancesandguaran七ees)と い う勘定 を使用 してい る。

(2)わ が国 の手形法,第48条 お よび第77条 に よれば,次 の金額 を支払 わなければ な

らない。1)引 受 または支払 あ らざ りし手 形の金額 お よび利息 の記載 あ る ときは

そ の利息,2)年6分 の率 に よる満期 以後 の利息,3)拒 絶証書 の費用,通 知 の

費用 お よび そ の他 の費用。

なお,こ れ まで の簿記文献 では,小 切手に 関す る偶 発債務 を表示 す るため に備

忘勘定 を用 い る例 は述べ られ ていないが,小 切手法,第39条 にみ られ る ごと く,

小切手 に関 して も遡 及義務が あ るので,同 様 の処理方法 を行 な うべ きであ る。

{3)こ のほかに も手形割 引義務見返 と手 形割引義務,譲 渡手形 義務見 返 と譲渡 手形

義務,あ るいは償還 義務見 返 と償還 義務 とい う名称 の勘定が使用 され てい る。
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が あ るが,偶 発債務 を表示す る備忘勘定 と しての機能を見逃す ことはで きな
(1)『い し

,受 取手形勘定 との関係で対照勘定で もあ ると考え られ る。

次に,受 取手形を振 り出す場合,受 取手形 の裏書譲渡の場 合 と同 じように

遡及義務に応 じなければ な らない場合があ る。す なわ ち,得 意先 を して仕入

先 の債務に対す る支払いを させ るべ く仕 入先 を指 図人,得 意先を名宛 人 とす

る為替手形 を振 り出す場 合で あ るが,そ の ような場 合,得 意先が支払拒 絶を

した時 の偶 発債務に備 えて備 忘勘定 を設定す るとすれぽ,次 の ような仕 訳が
く　ラ

行 なわ れ る。

(借 方)振 出為替手形義務見返

(貸 方)振 出為替手形義務

(3)先 物 売 買 の場 合

先物 売 買(purchaseandsaleoffutures)の 契 約 を行 な う場 合,売 り手

側 に お い て は,将 来 の代 金 受け 取 りに 関 す る権利 と と もに,物 価 変 動 の いか

ん に か かわ らず 契 約価 格 に も とつ く商 品 引 き渡 しの義 務 が あ り,ま た,買 い

手 側 に お い ては,将 来 の 商 品 を受 け 取 る権 利 とと もに,物 価 変 動 の いか んに

か か わ らず 契 約 価 格 に も とつ く代 金 の支 払 義 務 が あ る。か くして,か か る偶

発 債 務 と偶 発 資産 とを備 忘 的 に 示す た め,売 り手 側 と買 い手 側 とで は,そ れ
(3)

それ 次のよ うな仕訳 をす ることがあ る。

(1)こ の場合の裏書手形勘定あるいは割引手形勘定は裏書手形見返勘定あるいは割

引手形見返勘定を相手勘定に持たないか ら対照勘定でないとい う見解が一般であ

ろ う。たとえば,戸 田義郎稿,「簿記一 新会計実務講座第3巻 」(春秋社,1955),

P・52を 参照。 しか し,評 価勘定一 少な くとも相殺的評価勘定は,す べて対照

勘定であるとい う筆者の見解に立つかぎ り,受 取手形勘定 と対照勘定をな してい

ることになる。本稿 §3対 照勘定の概念規定に関す る再検討,拙 稿,"会 計上の

評価勘定,"「 商学討究」,第12巻 ・第3号(1961年11月),Pp・1㍗ 一29を 参照。

く2)こ の為替手形の振 り出 しに関する遡及義務の備忘記録については,従 来ほとん

ど認識 されていなかった ようである。沼田嘉穂,「 簿記教科書」(同文館,1956)

p.143を 参照。
・㈲ 売渡契約(買 受契約未払)な る偶発債務の金額は,契 約時の価額をもってする

のが普通であろ うが,物 価変動などに よって売 り手(買 い手)が 契約を履行 しな

い場合に買い手(売 り手)へ 支払 うべき違約金をもってすべ しとい う見解 も存在

す るようであ る。
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売 り手 側:

(借 方)売 渡 契 約未 収(AccountsReceivableContracts)

(貸 方)売 渡 契 約(SaleContracts)

買い 手 側:

(借 方)買 受契 約(PurchaseCon七racts)

(貸 方)買 受 契 約 未 払(AccountsPayableContracts)

上 に 説 明 して きた3項 の備 忘 勘定 は,い ず れ も偶 発 債務 の 表示 とい う こと

を 主 た る 目的 と し,付 随 的 に偶 発 資産 を 示 す 備 忘勘 定 で あ る。 これ に対 して

これ か ら例 示す る5項 の備 忘勘 定 は,た ん に 将 来 の取 引事 項 を備 忘的 に示 す

とい う点で,幾 分 そ の 間 に 相違 がみ られ る。 そ こで,後 者 を と くに 備忘 評 価
の

勘 定(memorandumvaluationa/c)と 称 す る 場 合 も あ る。

(4)受 託販売の場合

販売 を委託 された受託商 品は,受 託者に当該商品の所 有権が移転 した もの

で はない ので,た だ受託販売に関連す る立 替費 用だけ を ××商店受託販売勘

定(Consignmentsln)と い う勘定で処理す るのが普通で あ るが,受 託商 品1

を 受け取 った時に送状価格で対照的備忘勘定を設定 し,代 金決 済時に逆 の仕

訳 を して消滅 させ る次の ような仕 訳が 考え られ る。

(借 方)受 託販売 品(Consignments)

(貸 方)受 託 販売(Consignmentsin)

(5)委 託販売 の場 合

商 品を他に委託 して販売す る場合,当 該商 品を仕入勘定か ら積送 品勘定へ

振 り替え,売 上済 みになった時,当 該勘定 もしくは積送品売 上勘定への貸方

記入をす る とか,積 送品売 買損 益勘定を 起 こ しで 処理 す るのが 普通であ る.

が,当 該積送品 の仕入原価 を もってす る次の よ うな対照的備忘勘 定に よる仕

訳 も考 え られ る。

(1)た とえば,村 瀬玄,「 英文簿記用語解説」(中央経済社,1958),p・109を 参照。,
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〈借 方)積 送 品(Consignmentsout)

(貸 方)委 託 販 売(Consignees)

(6)割 賦販売 の場 合

一61一

割賦販売 の処理方法に関 しては種 々の方 法があ るけれ ども,そ の収益認識
く　　

基 準 と して販売基準で はな くて割賦基準に よる場 合,割 賦販売 を行 なった時

に 下記の ような備忘仕訳を しておき,割 賦金 を入手 したつ ど,当 該金額 だけ
ピ　ゑ

逆 仕 訳 を して 減 額 して い く方 法 が あ る 。

(借 方)割 賦 売 掛 金(lnstallmentAccountsReceivable)

(貸 方)割 賦 売 上(lnstallmentSales)

(7)試 用販売 の場合

試用販売で は得意先が買い取 りの意思を表 明す ることに よって売上収益 の
くの

記 識 を 行 な うの が慣 行 で あ るが,商 品を 引 き渡 した際 に 次 の よ うな備 忘 仕 訳

'をして お き
,得 意 先 が 意 思 表示 を した 時 に逆 仕 訳 を して 消滅 させ る方 法 も考

え られ る。

(借 方)試 用 販売 売 掛 金(AccountsDueonsalesonApProval)

(貸 方)試 用 販売(SalesonApproval)

(8)有 価証券 の差 し入れ,受 け入れ,お よび貸借 の場合

有価 証券な どを保証金 の代用 または担保 として差 し入れ るとか,使 用料 を
1農

稼 ぐために貸 し付け る場 合,ま た逆 の立 ち場か ら有価証券 な どを受け入れ た

り借 り入れた りす る場合,と もに財産 の管理 とい う面を考慮 して次の ような

(1)企 業会計原則の損益計算書原則三のB,お よび企業会計原則注解の注2を 参照。
・(2)ここでは商品引き渡 し時に所有権が移転す る場合を前提 としたが,割 賦金完済

時に所有権が移転す ることを前提にすれば,割 賦売上契約勘定 と割賦仮売上勘定

で処理すれば よい。また,割 賦購入の場合,割 賦金完済時に所有権が移転す るこ

とを前提 とすれば,割 賦仕入勘定 と割賦仮受契約勘定で処理すれば よい。 くわ し

くは,た とえば,片 野一郎,「 簿記精説」(同 文館出版,1962),pp.197～205

を参照。

《3)(1)を参照。
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(1)

仕 訳 を す る こ とが で き る。

保 証 金 の代 用 に差 し入 れ る場 合:

'(借 方)(保 証)差 入 有価 証 券(PledgedSecurities)

(貸 方)有 価 証 券(Securities)

担 保 と して 差 し入 れ る場合:

(借 方)(担 保)差 入 有価 証 券

(貸 方)有 価 証券

貸 し付 け る場 合:

(借 方)貸 付 有価 証券(SecuritiesLoaned)

(貸 方)有 価 証券

保 証金 代 用 に 受け 入 れ る場 合:

(借 方)保 管 有価 証 券(SecuritiesStored)

(貸 方)預 り(保 証)有 価 証 券(SecuritiesReceivedforGuarantees>

担 保 と して 受 け入 れ る場 合:

(借 方)保 管 有 価 証券

(貸 方)預 り(担 保)有 価 証券

借 り入れ る場 合:

(借 方)保 管 有 価 証 券

(貸 方)借 入 有 価 証 券(SecuritiesBorrowed)

§3対 照 勘 定 の概 念 規 定 に 関 す る再 検 討

一一 とくに備忘勘定および評価勘定との関係一

(1)記 帳価額についていえば,差 し入れや貸し付けの場合は帳簿価額に より,受 け

入れや借 り入れの場合は額面金額 もしくは時価に よることになろ う。なお,貸 借

の場合について,こ こでは賃貸借 もしくは使用貸借を前提 として対照的備忘勘定

の事例になると考えたのであるが,銀 行法の規定にみ るごとく消費貸借を前提 と

す るな らば,貸 付有価証券勘定お よび借入有価証券勘定は,と もに備忘勘定では

な くなるであろ う。銀行法施行細則に定められている貸借対照表雛形を参照。重

た本稿,§4貸 借対照表におけ る表示方法 をも参照。



会計上の備忘勘定 と対照勘定(久 野) 一63一

対 照勘 定(percontraa/c)も し くは 見合 勘 定(contrasta/c)の 概 念 規

定 は,き わ め て 曖昧 で あ る。 そ の 理 由は,対 照 勘定 が,複 式 簿 記 機 構 に と・)

て不 可 欠 な勘 定 と して昔 か ら存 在 して い た ので は な く,経 済社 会 の歴 史 的発

展 に と もな う複 雑 な取 引 内容 をで き るか ぎ り反 映 し,こ れ を管 理 して 報 告 し

よ うとす る要 請 に も とづ き,随 時 必要 に応 じて 考案 され て きた 技 術 的 勘 定 で

の

あ るとい うことに よるのであろ う。そ こで,以 下において,対 照勘定 と考え

られ るものにつ いての概念規走を整 理 してみ るこ とにす る。

まず,多 くの簿 記文献に見 られ る伝統 的な最狭義の概 念規定に よれぽ,同

一取 引に もとつ いて借方 と貸方の双方に 同一金額で 同時に発生 し
,か つ 同一

金額で 同時に消滅す る勘定であ り,将 来 の事項に関す る備忘勘定であ るとし
く　ラ

てい る。対 照勘定 を この ように理解す るとすれぽ,そ れ は,筆 者が前 項 で例

示 した対照的備忘勘定 のみを指 してい ることにな る。

次に,も う少 し概念を拡張 した規定 と して,と くに貸借対照表 で借 方 と貸
くの

方の双方に同一金額を もって対立 してい る勘定だ とす る見解 もある。この見

解に よれば,必 ず しも同一の取引に由来す るこ とを前提 とせず,貸 借対 照表

の うえで 結果的 に 貸借 同額 で 対立 してい る特定の 勘定を 指す ことに なるの

で,負 債性 引当金 を含めた各種の負債,そ して利 益性引当金 と しての各種の

積立金で も,そ れ らと同額で 見合 って)・る各種 の特定資産(reservefund)

があれば,両 方 とも相互に対照勘定 であ るとい うことに な る。 これは,前 者

(1)し か し,沼 田嘉穂,「 近代 簿記」(中 央経済社,1954),P・37で は,純 粋 に会

計計算 とい う観点か らすれ ば,対 照 勘定 の記入 は"た い して実益 のある もの とは

思わ ない"と 述べ,ま た,"簿 記 技術 の小 手先細工 であ り,""主 と して簿記教 育

上 の机上説 明にす ぎない"と い ってい るが,後 述 す る広 義 の対照 勘定 の概念 規定

を前提 とす る場合,と くに会計管理 お よび会計報告 とい う観点か らすれば,け っ

して無用 の もの とは考え られ ない。

(2)た とえば,沼 田嘉穂,「 簿記教科書」(同 文館,1956),P・166,井 上達雄i,「例

解会計簿記 精義」(白 桃 書房,1960),PP・54～55,山 桝忠 恕,「 複式簿記 通論」

(中 央経 済社,1962),p・112な どを参 照。

〈3)た とえば,片 野一郎,「 簿記精 説」(同 文館 出版,1962),PP・163～164を 参

照。
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の規定 が対照的備忘勘定 もしくは形式的対照勘定 と称 され るものだけに限定

してい たのに対 して,実 質的対照勘定を も加 味 している点に特 色があ る。

'しか し
,も っと広義 の概 念規定 も見 られ る。す なわち,比 較的新 しい見解

で あ るが,上 記の よ うな 貸借同額で 直接 に 対応 関係を 示 してい る もののほ

か,た とえ同額でな くて も直接関連を有 してい る貸借双方の勘 定を実質的一
ぐユ　

部対照勘定 として含め るのであ る。 したが って,こ の広義の概 念規定に よれ

ば,各 種 負債 お よび各種積立金に見合 う特定資産 が存在すれば,た とえそ の

特定 資産 が関連負債お よび関連積立金 と同額だけ設定 されていな くて も,両

者は ともに対 照勘 定だ とい うこ とにな る。

最後に,筆 者は,上 記の概 念規定に評価勘定そ の他 の ものを も加味 して,

最広義 の ものを考えてみた。すなわち,ま ず各種評価勘定 と当該 主勘定 との

間 におけ る直接 的関連 性に着 目した のであ る。 これについては,も ちろん,

多 くの異論がで るであろ うが,少 な くと も相殺 的評価勘定 と当該 主勘 定 とに

つい ては容認 され るのではなかろ うか 。ただ,筆 者 自身 と して も,付 加的評

価勘定 まで含め ることに関 しては,ま だ確言で きない状 態であ るが,対 照勘

定 とい う場合の対照関係は必ず しも貸借双方に おけ る見合関係に限定す る必
(2)

要 がない と思 うのであ る。また,こ れは少 し極論に な るか もしれないが,本

支店問 で独立会計に なってい る場合 の本支店 間の貸借関係を示す 支店勘定 お

(1)た とえば,神 戸 大 学 会計 学 研 究 室 編,「 会計 学 辞 典 」(同 交 館,1955),P・593,

渡 辺 進 編,「 基 準 会計 学 辞 典 」(中 央 経 済 社,1962),p・274な どを参 照 。

(2)こ の点,対 照 勘 定 に相 当 す る英 語 と して,わ が 国 で はpercon七raa/cと い う ・

語 を使 って い るが,英 米 の最 近 の 会計 交献 に お い て は,筆 老 が 知 るか ぎ り,当 該

用 語 は 存 在 せ ず,た だ付 加 的 評 価 勘定 を も含 め た 評 価 勘 定 に相 当 す る もの と して

contraa/cと い う用 語 が 見 られ るだ け で あ る。 た とえば,ELKohler(ed・),

ADictionarヴforAccountants(Englewoodcliffs,NJ.,Prentice-Hall,Inc・,

1957),PP・2,121を 参 照 。 しか し,A・C・Littletonに よれ ば,per(by)と い

う前 置 詞 は,15・16世 紀 に お け る 典 型 的 な仕 訳 形 式 に お い て,貸 方 側 の 前 にA

(to)と い う前 置 詞 を付 す の に 対 して 借 方 側 に 付 せ られ て い た と の こ とで あ り,

さ らに,18世 紀 初 頭 に おけ る イギ リス の元 帳 に お い て は,勘 定科 目が 左 側 の借 方

頁 のみ に示 され る よ うに な り,右 側 の 貸 方 頁 に はpercontraと い う言 葉 が 記 入

され る よ うに な った との こ と で あ る。 片 野 一 郎 訳,「 リ トル トン会 計 発 達 史 」

(同 文 館,1952),pp・166～189,161を 参 照 。
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.よび 本 店勘 定 とい う対 応 勘 定(reciprocala/c)も し くは 照合 勘 定(adjust-

men七a/c)と 称 され る社 内勘 定 を も含 め る こ とが で き るで あ ろ う。さ らに ま

た,と くに 同一 人 に対 す る売 買 関 係か ら生ず る債 権 と債 務 を示 す2つ の勘 定
(1)

が独立 しておれ ば,そ れ らを も含 め るこ とがで きるであろ う。

そ こで,上 述 してきた対照勘定 に関す る4つ の概 念規定について,と くに

備忘勘 定 と評価勘定 との関係か ら再整理 を して図示すれ ば,次 の ようにな る

鴫で あろ う
。

最広義 の対照勘定:

… 髄 定「=1評 謬 璽蕪1一 部の負債i難
A B Icl D E F G

島塁L対 照的備忘蹴 」

見返勘定を持たない場合の裏書手形勘定
(と割 引手形勘定,積 立金勘定

"広義 の対 照勘 定
:

B
lcの 一 部

E F

狭 義 の対照勘 定:

B Eの こ剥Eの 一剖Fの 一部

最狭義の対照勘定:

B

§4貸 借対照表 におけ る表示方 法

最広義の対照勘定を前提 とすれぽ,前 項で説明したごとく,評 価勘定も含

(1)イ ギ リ ス あ た り の 会 計 文 献 で は,こ の よ う な2つ の 勘 定 の こ と をcontraa/c

と 称 し て い る よ う で あ る 。 た と え ば,CaTter'sAdvavacedAccounts(London,Sir

IsacPitman&Sons,L七d.,1957),pp.305 ,310を 参 照 。

●

/
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まれ るので,そ の表示は貸借対 照表に限定 され るわけ では ない。 しか し,備

忘勘定 お よび対照勘定の財務諸表 への表示は,一 般に貸借対照表に おいてな

され ると考え られ る。

評価勘定 の財務諸 表におけ る表示方法については,か つ て述べた ことがあ
　　　 　

るので,こ こでは省略す る。また,特 定資産の表示方法は,負 債性 引当金 を

も含む各種負債 お よび各種積 立金 との関連性を 明瞭に示す勘定科 目で投 資の

部に おけ るその他の投 資 とい う区分へ計上すれば よいので,別 に問題 は生 じ
くの

ない。さ らに また,負 債 の表示方法について も,こ こでは対象の範囲外なの

で,割 愛す る。対応勘定 は,い うまで もな く社 内勘定であ って,決 算時に椙

殺 されて しまい,財 務諸表へ計上 され ることは ない。そ こで,以 下,備 忘勘

定に限定 して表示方法を述べてみ る。

まず,1円 勘定 と称 され る備忘勘 定は,そ の設定 目的が備忘 的勘定記録 を

通 じて資産の管理 を行 な うこ とにあ るので,貸 借対照表で は,大 項 目主義を

とる関係上,一 般に 独立表示 され ることはないであろ う。 しか し,と くに表
く　ノ

示す ることが必要 な場合には,表 示 され ることもあ り,ま た注記を もって示

す ことがで き るであ ろ う。す なわ ち,償 却 済み の資産や被災害 資産 な どで,

ほ とん ど帳簿価 額のない もので も,そ れ らが稼動 中の資産 もしくは相当金 額、

に評価 され る資産であれば,そ の資産の種類,特 別損失 と して処理 した時 の・
ほ ノ

簿価,簿 外資産 とした理 由や時価 な どを注記す るのであ る。

次に,い わゆ る対照的備忘勘 定の表示方法については,そ れ らが一般に実

(1)拙 稿,"会 計 上 の 評 価 勘 定,"「 商 学 討 究 」 第12巻 ・第3号(1961年11月),

pp.17～29を 参 照 。

(2)財 務 諸 表 準 則 の 貸 借 対 照 表 準 則,第32,財 務 諸 表 規 則,第33条 な ど を参 照 。

(3)わ れ わ れ は,こ の よ うな 実 例 の1つ を ア メ リカ のTheReeceCorporationの

1960年 と1961年 の12年31月 付 け の貸 借 対 照 表 に 見 る こ とが で き る。 す なわ ち,同

社 は ボ タ ン穴 の縫 い方 に 特 殊 な特 許 権 を 有 して お り,こ れ を$1と い う名 目額 で

計 上 して い る。LEMorrissey,ContemporaryAccountingProblems

(Englewoodcliffs,NJ.,Prentice-Hall,Inc.,1963),P.340を 参 照 。

(4)財 務 諸表 規 則 取 扱 要 領,第96,第97を 参 照 。
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取 引に もとついて設定 され る ものでないか ら,貸 借対照表への記載能力を有

しない とい うのが通説 となってい る。 しか し,各 種債務 の保証,先 物売買契

約な どに 関す る偶 発債務に つい ては,公 開性 の 観点か ら,そ の種類,保 証
くわ

先,お よび金 額を海記すべ きであ り,ま た,受 取 手形 の割 引 もしくは裏書譲

渡,為 替手形 の振 り出 しな ど に ともな う偶発債務 につ いては,受 取 手形割

引高 もしくは受取手形裏書譲渡高,為 替手形振 出高 な どの科 目を もって当該
く　ノ

受取手形お よび為 替手形 の額面金額に よる注記 をすべ きであ る。ただ,こ れ

ら偶 発債務 の金額が相対的に大 き くない場合,重 要性 の観点か らすれ ば,と

くに注記 しな くて もさ しつか えないであ ろ う。

第3に,受 託販売,委 託販売,割 賦販売,お よび試用販売の場合 につ いて

は,そ れ らが純然た る備忘勘 定で あ るとい う点か ら考 えて,と くに表示す る

必要はないで あろ う。 た だ,委 託販売 や 試用販売 におけ る 積送品に 関 して

は,そ れが資産総額中に相 当額を 占め るような場合が あれ ば,商 品勘定 もし
くの

くは製 品勘定か ら区別 し,積 送品勘定 の名で 独立 掲記すべ きであ ろ う。

最後に・,有価 証券 の差 し入れ,受 け入 れ,お よび貸借 の場合であ るが,使

用貸借 を前提 とす るか ぎ り,当 該金額が相 対的に小 さけれ ば,い ずれ も原則
ほ エ

として注記だけ に とどめて さ しつかえ ないで あろ う。ただ し,少 な くとも流

動資産 と しての有価証券 を保証金代用 もしくは担保 と して供 した り,ま た他

に貸 し付け た りす ることは,た とえ使 用貸借 に よる場合で も,財 務流動性 の

測定に影響を及ぼす と考え られ るので,差 入有価証券勘定 について も貸付有

価 証券勘定 につ いて も,そ れ らが相当額に達す る場合,た んな る注記 に とど

めず,有 価証券勘定か らそ の他 の流動 資産項 目へ区別 して計 上すべ きであ り。

(1)財 務 諸表準則 の貸借対 照表 準則,第67,財 務 諸表 規則,第58条,財 務諸表 規則

取扱要 領,第131,第132,第133な どを参照 。

(2)財 務諸表 規則,第21条,財 務諸表規則 取扱要 領,第58な どを参照。

(3)財 務諸表 規則,第17条 に よれば,資 産 総額 の1/100に 相 当す る金額 を超 え る場

合 に独立 掲記すべ しと してい る。

(4)企 業会計 原則 の貸借対 照表 原則一 のC,財 務諸表規則,第43条,財 務諸表規 則

取扱要領,第94,第95な どを参照。
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も し短期間に返却 され る見込みがない場合には投資の部におけ るそ の他 の投
くめ

資 の区分 へ計上すべ きであ ろ う。保管有価 証券勘定,そ してそ の相手勘定た

る預 り有価 証券勘定 お よび借 入有価証券勘定については,旧 財務諸表規則に

おいて,そ れ ぞれその他 の 流動資産 とそ の他 の 流動 負債へ 計上す る 旨の 規
く　　

定 があ ったけれ ども,使 用貸借 を前提 とす るか ぎ り,注 記に とどめ るべ きで

あ る。

'

(1)財 務諸表準則 の貸借対照表 準則,第8,財 務 諸表 規則取扱要領,第43な どを参

照 。

(2)旧 財 務諸表規 則,第39条,財 務諸表 規則取扱要領,第43,第44,第110,第111

な どを参照。




